
（概要）

認定農業者数

　　（うち法人数）

（注１）

（注２）

　「認定農業者数」とは、①農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画を作成
し、市町村から当該改善計画の認定を受けた者の数（239,028経営体）及び②特定農業法人
で認定農業者とみなされている法人の数（15経営体）である。

　法人数は、一戸一法人を含む。

令和元年 10月 18日
農 林 水 産 省

認定農業者の認定状況（平成31年３月末現在）

（平成31年3月末現在）

31年3月末 30年3月末との差

 平成31年３月末現在の認定農業者の認定状況を取りまとめましたのでお
知らせいたします。

　平成31年3月末現在の認定農業者数は、23万9,043経営体となって
おり、近年はほぼ横ばいとなっています。

　また、認定農業者のうち法人の数は、前年と比べて1,317法人増加
し、2万4,965法人となっています。

239,043 ▲ 1,622

24,965 1,317

形　態



認定農業者数の推移

資料：農林水産省経営局経営政策課調べ
注：特定農業法人で認定農業者とみなされている法人を含む。



平成31年3月末現在

　
30年3月末
からの増減

30年3月末
からの増減

北海道 29,741 ▲405 3,383 154 
青森県 9,766 ▲55 450 27 

東 岩手県 6,847 ▲90 675 41 
宮城県 6,447 ▲34 661 29 

　 秋田県 10,121 ▲142 656 47 
北 山形県 9,966 ▲134 515 31 

福島県 7,739 18 586 47 
小計 50,886 ▲437 3,543 222 

茨城県 8,603 15 658 26 
栃木県 8,148 ▲44 424 31 

関 群馬県 4,790 10 579 32 
埼玉県 5,079 62 406 51 
千葉県 6,341 45 702 60 
東京都 1,680 40 26 5 

神奈川県 2,052 ▲16 185 ▲1 
東 山梨県 2,426 39 216 15 

長野県 7,059 89 794 25 
静岡県 5,047 ▲82 496 43 
小計 51,225 158 4,486 287 

新潟県 14,546 ▲353 1,028 42 
北 富山県 1,636 ▲23 675 28 

石川県 2,225 8 393 21 
陸 福井県 1,222 ▲20 381 13 

小計 19,629 ▲388 2,477 104 
東 岐阜県 2,171 31 543 16 

愛知県 4,462 ▲17 539 44 
海 三重県 2,194 39 450 29 

小計 8,827 53 1,532 89 
滋賀県 2,764 ▲25 540 23 

近 京都府 1,353 20 243 10 
大阪府 982 ▲16 50 3 
兵庫県 2,453 ▲10 400 39 

畿 奈良県 997 ▲12 91 12 
和歌山県 2,851 ▲80 70 1 

小計 11,400 ▲123 1,394 88 
鳥取県 1,030 1 219 6 

中 島根県 1,249 11 406 22 
岡山県 3,030 ▲36 398 19 

国 広島県 1,429 ▲25 483 7 
・ 山口県 1,487 ▲14 402 16 
四 徳島県 1,991 37 204 21 

香川県 1,696 39 325 23 
国 愛媛県 4,442 ▲79 375 22 

高知県 2,976 35 178 13 
小計 19,330 ▲31 2,990 149 

福岡県 6,109 ▲4 689 15 
九 佐賀県 3,972 7 264 13 

長崎県 5,561 ▲87 371 19 
熊本県 10,971 ▲161 935 38 
大分県 4,218 5 673 36 

州 宮崎県 7,780 ▲55 784 28 
鹿児島県 8,075 ▲42 1,192 67 

小計 46,686 ▲337 4,908 216 
沖縄県 1,319 ▲112 252 8 

239,043 ▲1,622 24,965 1,317 

問い合わせ先：農林水産省経営局経営政策課　経営育成グループ ［電話］03-3502-8111（代）　内線5134

　　　　03-6744-2143（直通）

認定農業者の認定状況

認定農業者

総　　　計

認定農業者数 うち法人数



平成31年3月末現在

③のうち法人 ③のうち共同申請

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

　 北海道 172 169 29,741 3,383 1,541 693
青森県 40 39 9,766 450 182 250 

東 岩手県 33 33 6,847 675 336 226 
宮城県 33 33 6,447 661 283 202 
秋田県 25 25 10,121 656 71 219 

北 山形県 35 35 9,966 515 185 233 
福島県 58 58 7,739 586 346 234 
小計 224 223 50,886 3,543 1,403 1,364 

茨城県 44 44 8,603 658 446 350 
栃木県 25 25 8,148 424 706 248 

関 群馬県 35 34 4,790 579 369 185 
埼玉県 61 61 5,079 406 318 229 
千葉県 53 53 6,341 702 722 263 
東京都 40 40 1,680 26 426 70 

神奈川県 30 30 2,052 185 62 48 
東 山梨県 27 24 2,426 216 101 169 

長野県 77 77 7,059 794 279 288 
静岡県 34 34 5,047 496 349 143 
小計 426 422 51,225 4,486 3,778 1,993 

新潟県 29 29 14,546 1,028 277 317 
北 富山県 15 15 1,636 675 80 48 

石川県 19 19 2,225 393 57 81 
陸 福井県 17 17 1,222 381 251 38 

小計 80 80 19,629 2,477 665 484 
東 岐阜県 42 41 2,171 543 24 87 

愛知県 53 52 4,462 539 525 157 
海 三重県 29 28 2,194 450 118 84 

小計 124 121 8,827 1,532 667 328 
滋賀県 19 19 2,764 540 29 69 

近 京都府 25 23 1,353 243 26 61 
大阪府 37 32 982 50 5 22 
兵庫県 40 38 2,453 400 39 153 

畿 奈良県 32 30 997 91 21 39 
和歌山県 28 27 2,851 70 84 83 

小計 181 169 11,400 1,394 204 427 
鳥取県 19 19 1,030 219 83 58 

中 島根県 19 19 1,249 406 31 75 
岡山県 27 27 3,030 398 253 125 

国 広島県 20 18 1,429 483 13 55 
・ 山口県 18 17 1,487 402 51 52 
四 徳島県 24 24 1,991 204 146 115 

香川県 16 16 1,696 325 136 96 
国 愛媛県 20 20 4,442 375 322 126 

高知県 34 34 2,976 178 334 114 
小計 197 194 19,330 2,990 1,369 816 

福岡県 57 57 6,109 689 460 144 
九 佐賀県 20 20 3,972 264 285 141 

長崎県 21 21 5,561 371 471 130 
熊本県 45 45 10,971 935 1,923 253 
大分県 17 17 4,218 673 208 152 

州 宮崎県 26 26 7,780 784 672 317 
鹿児島県 43 42 8,075 1,192 399 349 

小計 229 228 46,686 4,908 4,418 1,486 
沖縄県 36 32 1,319 252 119 114 
総計 1,669 1,638 239,043 24,965 14,164 7,705 

問い合わせ先：農林水産省経営局経営政策課　経営育成グループ 03-3502-8111（代）　内線5134

03-6744-2143（直通）

注：基本構想策定数は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想を策定した市町村の数をさす。
    認定市町村数は、基本構想に基づき、農業経営改善計画の認定を行っている市町村の数をさす。

基本構想の策定状況及び認定農業者数

基本構想策定
市町村数

認定市町村数 認定農業者数

③のうち30年度（30年
4月～31年3月）中に
新規に認定を受けた
認定農業者数



Ｈ２７年３月 Ｈ２８年３月 Ｈ２９年３月 Ｈ３０年３月 Ｈ３１年３月

38,600 54,321 57,319 37,263 33,965

再認定を受けた者
② 30,498 44,918 46,048 29,420 27,029

再認定を受けなかった者
③ 8,102 9,403 11,271 7,843 6,936

2,125 2,644 2,794 2,369 2,391

17,569 19,689 10,284 8,573 7,705

7,342 7,642 ▲ 3,781 ▲ 1,639 ▲ 1,622

79.0% 82.7% 80.3% 79.0% 79.6%

238,443 246,085 242,304 240,665 239,043 

新規認定者
⑤

純増減数
⑤-(③+④)

再認定率
②/①

（参考）認定農業者数

注：計画期間内に認定農業者でなくなった者の数④とは、計画期間内に法人化や死亡もしくは離農・廃業等により認定農業者でなくなった者の数。

計画期間内に認定農業者
でなくなった者

④

農業経営改善計画期間の終期を迎えた者、同計画期間内に認定農業者でなくなった者及び新規認定者の推移

終期を迎えた者
①
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